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■飯豊連峰保全連絡会 第６回会合の概要について 

平成 23 年 1 月 25 日（火）、福島県喜多方市山都開発センターにて、飯豊連峰保全連絡会第 6 回

会合が開催されました。 

会合では、梶川尾根上部、丸森尾根上部で行われた合同保全作業の報告と各団体からの活動報告

についての情報交換、また来年度の合同保全作業についての検討等が行われました。 

飯豊連峰保全連絡会が行う平成 23 年度の合同保全作業については、重点整備箇所の中から①人

為的要因か 自然的要因か ②現在も荒廃が進行しているか 安定しているか を勘案し、福島県の草

月平周辺が合同保全作業対象地として選定され、作業は 10月 1日（土）～2日（日）に行うことと

なりました。また新規の参加者が増えていることから、9月 3日（土）～4 日（日）、登山道修復の

技術について講習会を行う予定です。 

飯豊連峰保全連絡会第 7回会合は平成 23年 6月中の開催を予定しています。 

また、連絡会の目的は、会則第 2 条、「飯豊連峰を愛する人たち、飯豊連峰に関わる人たち、飯

豊連峰に登る人たちの協働により、人為的な影響で荒廃した自然を復元させ、原始性の高い飯豊連

峰の自然が永続的に維持されるように、その保全活動を推進することを目的とする。このため、飯

豊連峰に関する様々な主体の保全活動が無秩序とならないよう、広範囲な関係者が様々な立場で連

携・分担するための情報交換、意思疎通を図るものとする。」と改めて確認がなされました。 

第 6 回会合には 29の団体個人、47名の方々にご参加いただきました。来シーズンも飯豊にかか

わる方々と手を携えて飯豊連峰の保全活動を推進して行きたいと考えております。よろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■添付資料 

・平成 22年度 飯豊連峰 各団体の活動 

報告一覧表 

 

平田代表の挨拶 会議の様子 
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